
公的資金補償金免除繰上償還に係る公営企業経営健全化計画

Ⅰ　基本的事項

１　事業の概要 特別会計名：佐久水道企業団水道事業会計

注１　事業を実施する団体が一部事務組合等（一部事務組合、広域連合及び企業団をいう。以下同じ。）の場合

　　は、「団体名」欄に一部事務組合等の名称を記載し、「構成団体名」欄にその構成団体名を列記すること。

　２　「職員数」欄には、当該事業に従事する全職員数を記載すること。

２　財政指標等

財政力指数※

実質公債費比率※ （％）

経常収支比率※   （％）

注　平成17年度（又は平成18年度）の公営企業決算状況調査、地方財政状況調査等の報告数値を記入すること。

　なお、財政力指数、実質公債費比率及び経常収支比率は、当該事業の経営主体である地方公共団体の数値を

　記載し、当該事業が一部事務組合等により経営されている場合は、その構成団体の各数値を加重平均したも

　のを記載すること。（ただし、旧資金運用部資金及び旧簡易生命保険資金について対象としない財政力1.0

　以上の団体の区分については構成団体の中で最も低い財政力指数を記載すること。）

事　　業　　名

事業開始年月日 昭和33年4月1日 地方公営企業法の適用・非適用

「末端給水事業」「簡易水道事業」（上水道事業）

□適　用　 □非適用

0.494(H18)

公営企業債現在高（百万円）

0

82.2(H17)

12.6(H18)0

利益剰余金又は積立金（百万円）

118(H17)

フォローアップ用

0

佐久水道企業団 職員数※  (H19. 4. 1現在) ３９人

佐久市・佐久穂町・御代田町・東御市

12,958

2,750

団　　体　　名※

構成団体名

累積欠損金   （百万円）

不良債務     （百万円）

資本費

資金不足比率    （％）

レ

３　合併市町村等における公営企業の統合等の内容

注１　「新法による合併市町村、合併予定市町村」とは、市町村の合併の特例等に関する法律（平成16年法律

　　第59号）第２条第２項に規定する合併市町村及び同条第１項に規定する市町村の合併をしようとする市町

　　村で地方自治法（昭和22年法律第67号）第７条第７項の規定による告示のあったものをいう。

　２　「旧法による合併市町村」とは、市町村の合併の特例に関する法律（昭和40年法律第６号）第２条第２

　　項に規定する合併市町村（平成７年４月１日以後に同条第１項に規定する市町村の合併により設置された

　　ものに限る。）をいう。

〔合併期日：平成17年4月1日　合併前市町村：佐久市・臼田町・浅科村・望月町〕

　□　新法による合併市町村、合併予定市町村における公営企業の統合等の内容
　□　旧法による合併市町村における公営企業の統合等の内容
　□　該当なし

　３　□にレを付けた上で内容を記載すること。

レ

佐久水道企業団の従来の構成市町村は、佐久市・臼田町・佐久町・八千穂村・浅科村・御

代田町の６ヶ市町村でした。平成17年3月20日に佐久町と八千穂村が合併し佐久穂町になり、

平成17年4月1日には佐久市・臼田町・浅科村・望月町（給水区域外）が合併し、(新)佐久市

となりましたが、給水区域外の望月地区の水道事業は佐久水道企業団には合併しませんでし

た。また望月地区には、隣接した東御市との一部事務組合による「佐久市望月外１市水道企

業団」の経営による水道事業も存在していました。

ここで平成19年4月1日付で、「佐久市望月水道事業」と「佐久市望月外１市水道企業団水

道事業」が「佐久水道企業団」に合併し、構成市町村は佐久市・佐久穂町・御代田町・東御

市の２市２町に給水する事となり、更なる広域化が実現しました。



４　公営企業経営健全化計画の基本方針等

　注　計画期間については、原則として平成19年度から23年度までの５か年とすること。

基 本 方 針

区　　分

佐久水道企業団中期経営計画

平成１９年度～平成２３年度

広報・ホームページ・平成２０年２月定例議会での開示

計画策定責任者

公 表 の 方 法 等

企業長　栁田　清二

内　　　容

計 画 名

既存計画との関係

計 画 期 間

水道法により「水道の布設及び管理を適正かつ合理的ならしめると

ともに、水道を計画的に整備し、及び水道事業を保護育成することに

よって、清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もって公衆衛生の向

上と生活環境の改善とに寄与することを目的とする。」と、うたわれ

ており、これが水道事業者の責務である。また、昨今の状況のなかで

住民の水道に関する最大の関心は、供給される水の安全性・快適性で

あるといわれ、ニーズに十分応えられる水道事業経営を目指す。また、

そのニーズに応えるためには徹底した費用対効果の検証を行い、経費

の節減と経営の健全化に努める。



Ⅰ　基本的事項（つづき）

５　繰上償還希望額等

補償金免除額

注　「旧資金運用部資金」の「補償金免除額」欄は、各地方公共団体の「繰上償還希望額」欄の額に対応する額として、計画提出前の一定基準

　日の金利動向に応じて算出された予定額であり、各地方公共団体の所在地を管轄とする財務省財務局・財務事務所に予め相談・調整の上、確

　認した補償金免除(見込)額を記入すること。

６　平成１９年度末における年利５％以上の地方債現在高の状況

【旧資金運用部資金】

【旧簡易生命保険資金】

【公営企業金融公庫資金】

注１　地方債計画の区分ごとに記入すること。

　２　必要に応じて行を追加して記入すること。

(単位：百万円)

合　　計区　　　分

935公営企業金融公庫資金 259 324 353

0旧簡易生命保険資金

繰上償還希望額

2,199

99 192 136 426

0 0 0繰上償還希望額

旧 資 金 運 用 部 資 金
752 761 687繰上償還希望額

年利５％以上６％未満 年利６％以上７％未満 年利７％以上

2,198,616

合　　計

(単位：千円)

909,155

617,348

909,155

合　　　計　　　　 (B)

公営企業で負担するもの (A)-(B) 246,806 309,347 353,002

公営企業で負担するもの (A)-(B)

合　　　計　　　　 (B)

公営企業で負担するもの (A)-(B) 751,641 760,335 686,640

年利５％以上６％未満
(平成20年度9月期残高)

年利６％以上７％未満
(平成20年度9月期残高)

年利７％以上
(平成19年度末残高)

合　　計

合　　　計　　　　 (A)

事業債名

公
営
企
業
債

合　　　計　　　　 (B)

上水道事業債

簡易水道事業債

(単位：千円)

年利５％以上６％未満
(平成21年度末残高）

年利６％以上７％未満
（平成20年度末残高）

年利７％以上
（平成19年度末残高）

751,641

676,706

83,629

760,335

134,293

686,640

1,889,696

308,920

2,198,616

595,642

90,998

(単位：千円)

年利５％以上６％未満
(平成21年度末残高）

年利６％以上７％未満
（平成21年度末残高）

年利７％以上
(平成20年度9月期残高)

合　　計

246,806 309,347 353,002

246,806 309,347 353,002 909,155

事業債名

合　　　計　　　　 (A)

※
上
記
の
う
ち

一
般
会
計
負
担
分

(

再
掲

)

公
営
企
業
債

合　　　計　　　　 (A)

事業債名

上水道事業債
公
営
企
業
債

※
上
記
の
う
ち

一
般
会
計
負
担
分

(

再
掲

)

※
上
記
の
う
ち

一
般
会
計
負
担
分

(

再
掲

)



Ⅰ　基本的事項（つづき）

５　繰上償還希望額等

補償金免除額

注　「旧資金運用部資金」の「補償金免除額」欄は、各地方公共団体の「繰上償還希望額」欄の額に対応する額として、計画提出前の一定基準

　日の金利動向に応じて算出された予定額であり、各地方公共団体の所在地を管轄とする財務省財務局・財務事務所に予め相談・調整の上、確

　認した補償金免除(見込)額を記入すること。

６　平成１９年度末における年利５％以上の地方債現在高の状況

【旧資金運用部資金】

【旧簡易生命保険資金】

【公営企業金融公庫資金】

注１　地方債計画の区分ごとに記入すること。

　２　必要に応じて行を追加して記入すること。

(単位：百万円)

区　　　分 年利５％以上６％未満 年利６％以上７％未満 年利７％以上 合　　計

旧 資 金 運 用 部 資 金
繰上償還希望額 767 786 707 2,258

103 198 138 439

旧簡易生命保険資金 繰上償還希望額 0 0 0 0

公営企業金融公庫資金 繰上償還希望額 259 324 353 935

(単位：千円)

事業債名
年利５％以上６％未満
(平成21年度末残高）

年利６％以上７％未満
（平成20年度末残高）

年利７％以上
（平成19年度末残高）

合　　計

公
営
企
業
債

上水道事業債 617,348 676,706 595,642 1,889,696

簡易水道事業債 148,731 108,514 110,850 368,095

合　　　計　　　　 (A) 766,079 785,220 706,492 2,257,791

※
上
記
の
う
ち

一
般
会
計
負
担
分

(

再
掲

)

合　　　計　　　　 (B)

公営企業で負担するもの (A)-(B) 766,079 785,220 706,492 2,257,791

(単位：千円)

事業債名
年利５％以上６％未満
(平成21年度末残高）

年利６％以上７％未満
（平成21年度末残高）

年利７％以上
(平成20年度9月期残高)

合　　計

公
営
企
業
債

合　　　計　　　　 (A)

※
上
記
の
う
ち

一
般
会
計
負
担
分

(

再
掲

)

合　　　計　　　　 (B)

公営企業で負担するもの (A)-(B)

(単位：千円)

事業債名
年利５％以上６％未満
(平成20年度9月期残高)

年利６％以上７％未満
(平成20年度9月期残高)

年利７％以上
(平成19年度末残高)

合　　計

公
営
企
業
債

上水道事業債 246,806 309,347 353,002 909,155

合　　　計　　　　 (A) 246,806 309,347 353,002 909,155

※
上
記
の
う
ち

一
般
会
計
負
担
分

(

再
掲

)

合　　　計　　　　 (B)

公営企業で負担するもの (A)-(B) 246,806 309,347 353,002 909,155



Ⅱ　財務状況の分析

区　　分

財 務 上 の 特 徴

内　　　　容

佐久水道企業団は、山間地で起伏が激しく、人口密度の低い地域で水

道事業を経営しています。給水人口一人当たりの導送配水管延長で比較

してみると、佐久水道企業団が７．５３ｍ／人であるのに対し、全国同

規模平均では５．２８ｍ／人ほどで、１．４倍以上の開きがあります。

この数値から言える事は、施設の規模が大きいため、設備投資が増大す

れば資本費中の減価償却費に、起債依存度が高くなれば資本費中の企業

債利息にそれぞれ跳ね返り、また維持管理経費が余分に掛かる、地の利

に欠けた水道施設と言えます。

平成５年には上信越自動車道「佐久ＩＣ」が、平成９年には長野新幹

線「佐久平駅」が開通し文化の著しい発展を目の当たりにしてきました。

しかし、今だかつて誰も経験したことのない人口減少の時代に既に突入

しており、水道使用量の減少は平成１８年度から始まっています。水道

料金収入を根幹とした水道事業経営では非常に切実な問題となっていま

す。

また、平成１９年４月１日付で佐久市営の望月水道事業と、佐久市望

月外１市水道企業団の水道事業が合併となりました。この合併に際し職

員数の増加を極力抑え、計画給水人口が合併前で１１１，８１５人で

あったのに対し合併後１２５，０７５人（１３，２６０人、１１.９％

増）となっても、僅か１名（３８人→３９人）の増加で対応する事とし

課 題 ① 適切な料金設定と、公平な水道料金
経 営 課 題

ました。この合併した２つの水道事業の水道料金については、同一の水

道料金であり、料金回収率は１００％を下回っており、差額については

繰入金への依存による経営状態でした。佐久水道企業団の水道料金とは

較差があり、合併協議の中では、水道料金については直ぐには統一でき

ない（住民の生活環境の激変を避けるため）とされたため、２つの料金

制度が混在することとなりました。そこで、従来の繰入も継続させるこ

とになりましたが、水道料金の統一化を急ぎ、統一化された暁には、繰

入金については現在の佐久水道企業団の繰入程度に減少させることで同

意されています。

構成市町村の一般会計からの繰入は、消火栓維持管理に係るものと、

簡水債交付税に係るもののみであり、経営上必要とされるものや施設

建設に係るものなどの繰入は無い。このため、県内の水道事業者と比

較すると水道料金の設定は高めであり、これ以上の料金改定は難しい。

給水原価に占める資本費の割合も高くなってきた。

また、平成１９年４月１日付で合併した佐久市望月水道事業及び佐

久市望月外１市水道企業団水道事業との水道料金制度の一元化を図り、

同一事業内での較差の是正を行わなければならない。

同一事業体が行う給水サービスは、常に公平でなければならないた

め、料金負担も例外ではない。

＜料金比較＞

１０㎥／月使用時 ２０㎥／月使用時

従来料金 １ ６００円 ３ ３５０円従来料金 １，６００円 ３，３５０円

望月地区 １，５５０円 ３，０００円



課 題 ② 信頼のおける水道施設

課 題 ③ 職員数の縮減

課 題 ④ 水質改善対策

水道は、被災時のライフラインとしての役割を担っているため、施

設の耐震化対策等を計画的に進め、住民に対し被災時の対応にも信頼

のおける水道施設としての認識を持ってもらうことが必要である。

現在の水道施設のうち、耐震構造を持つ施設は決して多くはないた

め、施設整備には今まで投下された整備費をはるかに上回る予算が必

要とされる。この投資を行うことが水道料金の高騰に繋がることは否

定できない。いかに、住民の理解を得た水道経営を行っていくかが、

必要なことである。

昭和４７年度の第５回拡張工事開始より職員の削減を行い、第５回

拡張工事開始時６７名の職員定数が平成１９年度当初では３９名で業

務に当たることにより、人件費の削減と経営効率の向上に努めてきた

ので、これ以上の人員削減は不可能に近い。

課 題 ④ 水質改善対策

課 題 ⑤

留 意 事 項

注１　「財務上の特徴」欄は、事業環境や地域特性等を踏まえて記載すること。また、経営指標等につ

　　いて経年推移や類似団体との水準比較などを行い、各自工夫の上説明すること。

　２　「経営課題」欄は、料金水準の適正化、資産の有効活用、給与水準・定員管理の適正合理化、維

　　持管理費等サービス供給コストの節減合理化、資本投下の抑制、民間的経営手法等の導入等、団体

　　が認識する経営上の課題について、優先度の高いものから順に記載する。また、経営課題と認識す

　　る理由を類似団体等との比較を交えながら具体的に説明すること。

　３　「留意事項」欄は、「経営課題」で取り上げた項目の他に、経営に当たって補足すべき事項を記

　　載すること。

　４　必要に応じて行を追加して記入すること。

給水区域の北部（浅間山麓水系）の水源では、水質基準を満たして

はいるが、カルシウム・マグネシウム等（硬度）が比較的高く含有さ

れ、使用者の不便をきたしている。この硬度を浄水処理するには、施

設整備など高額の投資が要求される。また、同一料金で使い勝手の異

なる水道水を供給することは公平性を欠く。



Ⅲ　今後の経営状況の見通し（①法適用企業）
（１）収益的収支、資本的収支

（単位：百万円，％）

年　　　　　　度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第３年度） （計画第４年度） （計画第５年度）

区　　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） ( 決 算 見 込 )

１． (A) 3,033 3,030 3,054 3,046 3,056 2,971 2,976 2,981 2,986 2,991

(1) 2,729 2,748 2,793 2,824 2,809 2,774 2,779 2,784 2,789 2,794

(2) (B) 124 102 85 34 33 53 53 53 53 53

(3) 180 180 176 188 214 144 144 144 144 144

２． 23 21 25 26 32 59 59 59 59 59

(1) 5 5 5 5 5 19 19 19 19 19

5 5 5 5 5 19 19 19 19 19

(2) 18 16 20 21 27 40 40 40 40 40

(C) 3,056 3,051 3,079 3,072 3,088 3,030 3,035 3,040 3,045 3,050

１． 2,078 2,192 2,071 2,114 2,151 2,349 2,347 2,347 2,350 2,343

(1) 362 366 351 356 376 366 375 366 366 366

167 171 163 166 175 166 170 166 166 166

195 195 188 190 201 200 205 200 200 200

(2) 777 824 694 697 695 887 887 887 887 887

46 43 44 42 45 46 46 46 46 46

基 本 給

退 職 手 当

そ の 他

営 業 費 用

職 員 給 与 費

そ の 他

他 会 計 補 助 金

収

益

的

収

益

的

収

入

収

益

収 入 計

そ の 他 補 助 金

営 業 収 益

料 金 収 入

受 託 工 事 収 益

そ の 他

営 業 外 収 益

補 助 金

経 費

動 力 費 46 43 44 42 45 46 46 46 46 46

196 192 156 150 136 191 191 191 191 191

4 2 4 5 8 8 8 8 8 8

531 587 490 500 506 642 642 642 642 642

(3) 939 1,002 1,026 1,061 1,080 1,096 1,085 1,094 1,097 1,090

２． 648 602 573 548 514 489 350 283 230 218

(1) 619 597 569 537 505 472 333 266 213 201

(2) 29 5 4 11 9 17 17 17 17 17

(D) 2,726 2,794 2,644 2,662 2,665 2,838 2,697 2,630 2,580 2,561

(C)-(D) (E) 330 257 435 410 423 192 338 410 465 489

(F) 2

(G) 2 4 3 8 13 5 5 5 5 5

(F)-(G) (H) -2 -2 -3 -8 -13 -5 -5 -5 -5 -5

328 255 432 402 410 187 333 405 460 484

(I) 1,904 1,975 2,183 2,585 2,995 2,850 2,473 2,221 2,681 3,165

(J) 3,446 3,690 3,803 4,357 5,008 2,840 3,000 3,160 3,320 3,480

517 507 369 419 417 380 379 378 377 376

(K) 292 230 90 205 187 125 125 125 125 125

291 228 86 200 187 125 125 125 125 125

(L)
( I )
(A)-(B)
(L)
(A)-(B)

×100 ）

う ち 未 払 金

材 料 費

そ の 他

地方財政法施行令第19条第１項により算定した

累 積 欠 損 金 比 率 （

不 良 債 務

う ち 一 時 借 入 金

流 動 資 産

流 動 負 債

特 別 損 益

減 価 償 却 費

営 業 外 費 用

経 常 損 益

収

支

的

支

出

不 良 債 務 比 率 （

支 出 計

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ）

）×100

支 払 利 息

そ の 他

う ち 未 収 金

特 別 利 益

特 別 損 失

繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金

動 力 費

修 繕 費

(E)+(H)

(M)

(A)-(B) (N) 2,909 2,928 2,969 3,012 3,023 2,918 2,923 2,928 2,933 2,938
資 金 不 足 比 率 ((M)／(N)×100)

地方財政法施行令第19条第１項により算定した
資金の不足額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益



（単位：百万円，％）

年　　　　　　度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第３年度） （計画第４年度） （計画第５年度）

区　　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） ( 決 算 見 込 )

１． 484 104

２． 3 4 4 4 5 24 23 22 22 21

３．

４． 34 31 5 15 15

５．

６． 96 96 37

７． 2 1 27 1

８． 331 322 206 188 202 214 214 214 214 214

９．

(A) 950 558 252 207 249 239 237 236 236 235

(B)

(A)-(B) (C) 950 558 252 207 249 239 237 236 236 235

１． 1,732 1,114 934 701 471 749 800 800 800 800

48 44 46 48 46 50 50 50 50 50

２． 474 529 579 617 669 2,325 1,258 1,214 414 426

３．

４．

工 事 負 担 金

他 会 計 補 助 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

資

本

的

収

支

資

本

的

収

入

そ の 他

純 計

他 会 計 出 資 金

他 会 計 負 担 金

企 業 債

建 設 改 良 費

(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の
財源充当額

他 会 計 借 入 金

資

本

的

支

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

計

固 定 資 産 売 却 代 金

５． 20 10 1

(D) 2,226 1,643 1,523 1,319 1,140 3,074 2,058 2,014 1,214 1,226

 (D)-(C) (E) 1,276 1,085 1,271 1,112 891 2,835 1,821 1,778 978 991

１． 994 873 1,015 1,087 879 1,876 1,085 1,094 953 966

２． 226 184 224 332 711 659

３．

４． 56 28 32 25 12 627 25 25 25 25

(F) 1,276 1,085 1,271 1,112 891 2,835 1,821 1,778 978 991

1,577 1,718 1,741 2,161 2,559 2,414 2,036 1,782 2,242 2,726

15,249 14,824 14,246 13,628 12,958 10,633 9,375 8,161 7,747 7,321

15,249 14,824 14,246 13,628 12,958 10,633 9,375 8,161 7,747 7,321

（２）他会計繰入金
年　　　　　度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第３年度） （計画第４年度） （計画第５年度）

区　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） ( 決 算 見 込 )

63 71 74 83 85 63 63 63 62 62

40 40 40 58 56 41 41 41 40 40

23 31 34 25 29 22 22 22 22 22

9 11 4 4 4 4 4 4 4 4

49 42 12 21 24 24 23 22 22 21

45 39 10 21 23 5 5 5 6 6

そ の 他

（単位：百万円）

企 業 債 現 在 高

うち建設改良費・準建設改良費に係るもの

資本的収入額が資本的支出額に不足する額

補

て

ん

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

う ち 基 準 外 繰 入 金

計

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

支

出
計

う ち 基 準 内 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

(E)-(F)補 て ん 財 源 不 足 額

積 立 金 現 在 高

う ち そ の 他 に 係 る も の

うち料金収入に計上すべき繰入等

う ち 赤 字 補 て ん 的 な も の

45 39 10 21 23 5 5 5 6 6

4 3 2 1 19 18 17 16 15
う ち 赤 字 補 て ん 的 な も の

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金



Ⅲ　今後の経営状況の見通し（①法適用企業）
（１）収益的収支、資本的収支

（単位：百万円，％）

年　　　　　　度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第３年度） （計画第４年度） （計画第５年度）

区　　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） ( 決 算 見 込 )

１． (A) 3,033 3,030 3,054 3,046 3,056 2,971 2,976 2,981 2,986 2,991

(1) 2,729 2,748 2,793 2,824 2,809 2,774 2,779 2,784 2,789 2,794

(2) (B) 124 102 85 34 33 53 53 53 53 53

(3) 180 180 176 188 214 144 144 144 144 144

２． 23 21 25 26 32 59 59 59 59 59

(1) 5 5 5 5 5 19 19 19 19 19

5 5 5 5 5 19 19 19 19 19

(2) 18 16 20 21 27 40 40 40 40 40

(C) 3,056 3,051 3,079 3,072 3,088 3,030 3,035 3,040 3,045 3,050

１． 2,078 2,192 2,071 2,114 2,151 2,349 2,347 2,347 2,350 2,343

(1) 362 366 351 356 376 366 375 366 366 366

167 171 163 166 175 166 170 166 166 166

195 195 188 190 201 200 205 200 200 200

(2) 777 824 694 697 695 887 887 887 887 887

46 43 44 42 45 46 46 46 46 46

受 託 工 事 収 益

そ の 他

営 業 外 収 益

補 助 金

他 会 計 補 助 金

そ の 他 補 助 金

そ の 他

収 入 計

収

益

営 業 費 用

職 員 給 与 費

基 本 給

退 職 手 当

そ の 他

経 費

動 力 費

収

益

的

収

益

的

収

入

営 業 収 益

料 金 収 入

46 43 44 42 45 46 46 46 46 46

196 192 156 150 136 191 191 191 191 191

4 2 4 5 8 8 8 8 8 8

531 587 490 500 506 642 642 642 642 642

(3) 939 1,002 1,026 1,061 1,080 1,096 1,085 1,094 1,097 1,090

２． 648 602 573 548 514 489 350 283 230 218

(1) 619 597 569 537 505 472 333 266 213 201

(2) 29 5 4 11 9 17 17 17 17 17

(D) 2,726 2,794 2,644 2,662 2,665 2,838 2,697 2,630 2,580 2,561

(C)-(D) (E) 330 257 435 410 423 192 338 410 465 489

(F) 2

(G) 2 4 3 8 13 5 5 5 5 5

(F)-(G) (H) -2 -2 -3 -8 -13 -5 -5 -5 -5 -5

328 255 432 402 410 187 333 405 460 484

(I) 1,904 1,975 2,183 2,585 2,995 2,850 2,473 2,221 2,681 3,165

(J) 3,446 3,690 3,803 4,357 5,008 2,840 3,000 3,160 3,320 3,480

517 507 369 419 417 380 379 378 377 376

(K) 292 230 90 205 187 125 125 125 125 125

291 228 86 200 187 125 125 125 125 125

(L)
( I )
(A)-(B)
(L)
(A)-(B)

的

支

出

動 力 費

修 繕 費

材 料 費

そ の 他

減 価 償 却 費

営 業 外 費 用

支 払 利 息

そ の 他

支 出 計

経 常 損 益

特 別 利 益

特 別 損 失

特 別 損 益

収

支

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)

繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金

流 動 資 産

う ち 未 収 金

流 動 負 債

う ち 一 時 借 入 金

う ち 未 払 金

不 良 債 務

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）

不 良 債 務 比 率 （ ×100 ）

地方財政法施行令第19条第１項により算定した
(M)

(A)-(B) (N) 2,909 2,928 2,969 3,012 3,023 2,918 2,923 2,928 2,933 2,938

地方財政法施行令第19条第１項により算定した
資金の不足額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益

資 金 不 足 比 率 ((M)／(N)×100)



（単位：百万円，％）

年　　　　　　度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第３年度） （計画第４年度） （計画第５年度）

区　　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） ( 決 算 見 込 )

１． 484 104

２． 3 4 4 4 5 24 23 22 22 21

３．

４． 34 31 5 15 15

５．

６． 96 96 37

７． 2 1 27 1

８． 331 322 206 188 202 214 214 214 214 214

９．

(A) 950 558 252 207 249 239 237 236 236 235

(B)

(A)-(B) (C) 950 558 252 207 249 239 237 236 236 235

１． 1,732 1,114 934 701 471 749 800 800 800 800

48 44 46 48 46 50 50 50 50 50

２． 474 529 579 617 669 2,325 1,258 1,214 414 426

３．

４．

資

本

的

収

支

資

本

的

収

入

企 業 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

他 会 計 負 担 金

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

そ の 他

計

(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の
財源充当額

純 計

資

本

的

支

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

５． 20 10 1

(D) 2,226 1,643 1,523 1,319 1,140 3,074 2,058 2,014 1,214 1,226

 (D)-(C) (E) 1,276 1,085 1,271 1,112 891 2,835 1,821 1,778 978 991

１． 994 873 1,015 1,087 879 1,876 1,085 1,094 953 966

２． 226 184 224 332 711 659

３．

４． 56 28 32 25 12 627 25 25 25 25

(F) 1,276 1,085 1,271 1,112 891 2,835 1,821 1,778 978 991

1,577 1,718 1,741 2,161 2,559 2,414 2,036 1,782 2,242 2,726

15,249 14,824 14,246 13,628 12,958 10,633 9,375 8,343 7,918 7,481

15,249 14,824 14,246 13,628 12,958 10,633 9,375 8,343 7,918 7,481

（２）他会計繰入金
年　　　　　度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第３年度） （計画第４年度） （計画第５年度）

区　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） ( 決 算 見 込 )

63 71 74 83 85 63 63 63 62 62

40 40 40 58 56 41 41 41 40 40

23 31 34 25 29 22 22 22 22 22

9 11 4 4 4 4 4 4 4 4

49 42 12 21 24 24 23 22 22 21

45 39 10 21 23 5 5 5 6 6

支

出
そ の 他

計

資本的収入額が資本的支出額に不足する額

補

て

ん

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

補 て ん 財 源 不 足 額 (E)-(F)

積 立 金 現 在 高

企 業 債 現 在 高

うち建設改良費・準建設改良費に係るもの

う ち そ の 他 に 係 る も の

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

（単位：百万円）

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

うち料金収入に計上すべき繰入等

う ち 赤 字 補 て ん 的 な も の

45 39 10 21 23 5 5 5 6 6

4 3 2 1 19 18 17 16 15

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

う ち 赤 字 補 て ん 的 な も の



Ⅲ　今後の経営状況の見通し（①法適用企業）
（１）収益的収支、資本的収支

（単位：百万円，％）

年　　　　　　度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第３年度） （計画第４年度） （計画第５年度）

区　　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） ( 決 算 見 込 )

１． (A) 3,033 3,030 3,054 3,046 3,056 3,056 3,005 3,092 3,068 3,046

(1) 2,729 2,748 2,793 2,824 2,809 2,799 2,766 2,852 2,829 2,815

(2) (B) 124 102 85 34 33 49 52 36 35 34

(3) 180 180 176 188 214 208 187 204 204 197

２． 23 21 25 26 32 70 82 60 46 52

(1) 5 5 5 5 5 17 16 18 18 18

5 5 5 5 5 17 16 18 18 18

(2) 18 16 20 21 27 53 66 42 28 34

(C) 3,056 3,051 3,079 3,072 3,088 3,126 3,087 3,152 3,114 3,098

１． 2,078 2,192 2,071 2,114 2,151 2,199 2,157 2,419 2,384 2,378

(1) 362 366 351 356 376 367 358 358 358 358

167 171 163 166 175 167 162 158 158 158

195 195 188 190 201 200 196 200 200 200

(2) 777 824 694 697 695 744 706 941 890 906

46 43 44 42 45 43 46 54 54 54動 力 費

受 託 工 事 収 益

そ の 他

営 業 外 収 益

補 助 金

そ の 他

他 会 計 補 助 金

収

益

的

収

益

的

収

入

収

益

収 入 計

営 業 収 益

料 金 収 入

そ の 他 補 助 金

退 職 手 当

そ の 他

営 業 費 用

職 員 給 与 費

基 本 給

経 費

46 43 44 42 45 43 46 54 54 54

196 192 156 150 136 199 175 288 280 281

4 2 4 5 8 5 4 9 9 9

531 587 490 500 506 497 481 590 547 562

(3) 939 1,002 1,026 1,061 1,080 1,088 1,093 1,120 1,136 1,114

２． 648 602 573 548 514 491 369 319 224 216

(1) 619 597 569 537 505 472 351 264 207 195

(2) 29 5 4 11 9 19 18 55 17 21

(D) 2,726 2,794 2,644 2,662 2,665 2,690 2,526 2,738 2,608 2,594

(C)-(D) (E) 330 257 435 410 423 436 561 414 506 504

(F) 2 10

(G) 2 4 3 8 13 5 5 6 6 6

(F)-(G) (H) -2 -2 -3 -8 -13 5 -5 -6 -6 -6

328 255 432 402 410 441 556 408 500 498

(I) 1,904 1,975 2,183 2,585 2,995 3,177 2,178 2,211 2,546 2,597

(J) 3,446 3,690 3,803 4,357 5,008 4,715 3,524 3,618 3,900 4,200

517 507 369 419 417 494 416 449 437 435

(K) 292 230 90 205 187 347 202 312 176 176

291 228 86 200 187 344 198 311 175 175

(L)
( I )
(A)-(B)
(L)
(A)-(B)

う ち 未 収 金

特 別 利 益

特 別 損 失

繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金

動 力 費

修 繕 費

(E)+(H)当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ）

そ の 他

そ の 他

×100

収

支

的

支

出

流 動 負 債

材 料 費

支 払 利 息

特 別 損 益

減 価 償 却 費

営 業 外 費 用

経 常 損 益

う ち 未 払 金

累 積 欠 損 金 比 率 （

不 良 債 務

不 良 債 務 比 率 （

支 出 計

う ち 一 時 借 入 金

流 動 資 産

×100 ）

地方財政法施行令第19条第１項により算定した

）

(M)

(A)-(B) (N) 2,909 2,928 2,969 3,012 3,023 3,007 2,953 3,056 3,033 3,012営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益

地方財政法施行令第19条第１項により算定した
資金の不足額

資 金 不 足 比 率 ((M)／(N)×100)



（単位：百万円，％）

年　　　　　　度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第３年度） （計画第４年度） （計画第５年度）

区　　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） ( 決 算 見 込 )

１． 484 104

２． 3 4 4 4 5 22 23 26 26 26

３．

４． 34 31 5 15 15

５．

６． 96 96 37

７． 2 1 27 4 1 1

８． 331 322 206 188 202 214 239 202 166 166

９．

(A) 950 558 252 207 249 240 263 229 192 192

(B)

(A)-(B) (C) 950 558 252 207 249 240 263 229 192 192

１． 1,732 1,114 934 701 471 524 434 694 1,093 1,394

48 44 46 48 46 31 41 44 44 44

２． 474 529 579 617 669 1,744 2,582 1,202 396 408

３．

４．

資

本

的

支

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 負 担 金

建 設 改 良 費

他 会 計 借 入 金

他 会 計 へ の 支 出 金

計

純 計

企 業 債

固 定 資 産 売 却 代 金

他 会 計 出 資 金

そ の 他

他 会 計 補 助 金

(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の
財源充当額

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

資

本

的

収

支

資

本

的

収

入

工 事 負 担 金

５． 20 10 1

(D) 2,226 1,643 1,523 1,319 1,140 2,268 3,016 1,896 1,489 1,802

 (D)-(C) (E) 1,276 1,085 1,271 1,112 891 2,028 2,753 1,667 1,297 1,610

１． 994 873 1,015 1,087 879 1,406 1,191 1,231 1,172 1,180

２． 226 184 224 15 104 408

３．

４． 56 28 32 25 12 607 1,562 436 21 22

(F) 1,276 1,085 1,271 1,112 891 2,028 2,753 1,667 1,297 1,610

1,577 1,718 1,741 2,161 2,559 2,736 2,178 1,803 2,085 2,138

15,249 14,824 14,246 13,628 12,958 11,215 8,632 7,681 7,232 6,825

15,249 14,824 14,246 13,628 12,958 11,215 8,632 7,681 7,232 6,825

（２）他会計繰入金
年　　　　　度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第３年度） （計画第４年度） （計画第５年度）

区　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） ( 決 算 見 込 )

63 71 74 83 85 63 61 102 102 102

40 40 40 58 56 53 52 54 54 54

23 31 34 25 29 10 9 48 48 48

9 11 4 4 4 4 4 44 44 44

49 42 12 21 24 25 27 32 32 32

45 39 10 21 23 24 25 25 25 25

積 立 金 現 在 高

う ち そ の 他 に 係 る も の

う ち 基 準 内 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

う ち 赤 字 補 て ん 的 な も の

うち料金収入に計上すべき繰入等

う ち 基 準 外 繰 入 金

う ち 基 準 内 繰 入 金

支

出
計

収 益 的 収 支 分

(E)-(F)

損 益 勘 定 留 保 資 金

補 て ん 財 源 不 足 額

そ の 他

計

繰 越 工 事 資 金

（単位：百万円）

企 業 債 現 在 高

うち建設改良費・準建設改良費に係るもの

資本的収入額が資本的支出額に不足する額

補

て

ん

財

源

そ の 他

利 益 剰 余 金 処 分 額

45 39 10 21 23 24 25 25 25 25

4 3 2 1 1 2 7 7 7
う ち 赤 字 補 て ん 的 な も の

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金



（３）経営指標等

平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度
（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第３年度） （計画第４年度） （計画第５年度）

（ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） (決算見込)

資金不足比率 (％) (再掲) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

料金回収率※ (％) 106.4 103.7 110.9 110.0 109.0 101.1 106.8 109.8 112.1 113.2

総収支比率（法適用） (％) 112.0 109.1 116.3 115.1 115.3 106.6 112.2 114.7 117.7 118.9

経常収支比率（法適用） (％) 112.1 109.2 116.5 115.4 115.9 106.8 112.4 114.9 118.0 119.1

営業収支比率（法適用） (％) 148.6 140.2 149.5 145.0 142.8 127.1 127.4 127.6 127.7 128.3

累積欠損金比率（法適用） (％) (再掲) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

収益的収支比率（法非適用） (％) (再掲) - - - - - - - - - -

(％) (再掲) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(％) 2.1 2.3 2.4 2.7 2.7 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0

うち基準内繰入金 (％) 1.3 1.3 1.3 1.9 1.8 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3

うち基準外繰入金 (％) 0.8 1.0 1.1 0.8 0.9 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
　うち料金収入に計上すべき繰入等 (％)
　うち赤字補てん的なもの　　　　 (％) 0.3 0.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

(％) 5 1 7 5 4 8 10 1 9 6 10 0 9 7 9 3 9 3 8 9

(単位：％)

不良債務比率（法適用）又は
赤字比率（法非適用）

繰
入
金
比 資本的収入分

収益的収入分

(％) 5.1 7.5 4.8 10.1 9.6 10.0 9.7 9.3 9.3 8.9

うち基準内繰入金 (％) 4.7 7.0 4.0 10.1 9.2 2.1 2.1 2.1 2.5 2.5

うち基準外繰入金 (％) 0.4 0.5 0.8 0.4 7.9 7.6 7.2 6.8 6.4
　うち赤字補てん的なもの　　　　 (％)

注１　上記の各指標の算出方法については、次のとおりであること。

 　 (1) 資金不足比率（％）

 　　 ア　地方公営企業法適用企業の場合＝地方財政法施行令第19条第１項により算定した資金の不足額／（営業収益－受託工事収益）×１００

 　　 イ　地方公営企業法非適用企業の場合＝地方財政法施行令第20条第１項により算定した資金の不足額／（営業収益－受託工事収益）×１００

 　 (2) 総収支比率（％）＝総収益／総費用×１００

 　 (3) 経常収支比率（％）＝経常収益／経常費用×１００

 　 (4) 営業収支比率（％）＝（営業収益－受託工事収益）／（営業費用－受託工事費用）×１００

 　 (5) 累積欠損金比率（％）＝累積欠損金／（営業収益－受託工事収益）×１００

 　 (6) 収益的収支比率（％）＝総収益／（総費用＋地方債償還金）×１００

 　 (7) 不良債務比率(又は赤字比率)（％）＝不良債務（又は実質赤字額）／（営業収益－受託工事収益）×１００

 　 (8) 繰入金比率（％）＝収益的収入に属する他会計繰入金（又は資本的収入に属する他会計繰入金）／収益的収入（又は資本的収入）×１００

　２　上記指標のうち「料金回収率」は、水道事業（簡易水道事業を含む）、工業用水道事業及び下水道事業（下水道事業にあっては使用料回収率）について記載すること。

 　 (1) 水道事業、工業用水道事業に係る料金回収率の算出方法

 　　 ・料金回収率（％）＝供給単価※1／給水原価※2×１００

　　　  ※1 供給単価（円／㎥）＝給水収益／年間総有収水量(工業用水道事業にあっては料金算定に係るもの）

　　　  ※2 給水原価（円／㎥）＝（経常費用－(受託工事費＋材料及び不用品売却原価＋附帯事業費＋基準内繰入金(水道事業のみ))）／年間総有収水量（工業用水道事業にあっては料金算定に係るもの）

　　　　　　但し、簡易水道事業については下記によるものとする。

　　　　　　ア　地方公営企業法適用企業の場合＝（経常費用－（受託工事費＋材料及び不用品売却原価＋附帯事業費＋基準内繰入金＋減価償却費）＋企業債償還金）／年間総有収水量

　　　　　　イ　地方公営企業法非適用企業の場合＝（総費用－（受託工事費＋基準内繰入金）＋地方債償還金）／年間総有収水量

(2) 下水道事業に係る使用料回収率の算出方法

比
率
資本的収入分

 　 (2) 下水道事業に係る使用料回収率の算出方法

 　　 ・使用料回収率（％）＝使用料収入／汚水処理費×１００



（４）収支見通し策定の前提条件

収支見通し策定に当たっての考え方（前提条件）条件項目

１　料金設定の考え方、料金収入の見込み

２　他会計繰入金の見込み

水道料金は、給水サービスの対価であることから、できるだけ低廉かつ公平でなければならないとともに、地域住民の要求する給

水需要が量質ともに充足できるよう適正に定められていなければならない。

したがって、水道事業者は、水道料金の低廉化をはかるために事業全般にわたる経営の合理化に最大の努力を傾注すべきであるこ

とはいうまでもなく、放漫経営にともなう冗費を総括原価に含め、これを使用者の負担に転嫁するようなことは到底ゆるされること

ではない。

しかし、同時に水道料金は、事業の効率的経営を前提とする限り、給水に要する原価を償うものでなければならない。原価を無視

した低料金は、水道事業の健全な発展はもとより、現状の維持さえ困難にするばかりでなく、放漫な水使用を助長する結果、給水

サービスの全般的な低下を招くこととなるからである。

料金収入については、少子化による人口減少の時代を迎え、過疎的地域でも減少に拍車がかかった。平成１８年度はすでに使用量

が前年度使用量を割り込み、今後の使用量増加の見込は無い。

平成３年度から平成１１年度までに借り入れた簡易水道事業債の元利償還金×１／４×地方交付税調整率または、佐久市交付税実

参入額としており、簡易水道事業債は元利均等償還であるので今後も当分の間は一定の金額になる。

また、簡易水道経費負担として保健衛生費の単位費用により繰入を行っているが、簡易水道の経営が赤字から黒字に改善されれば

減少となる見込。

なお、合併した佐久市望月水道事業及び佐久市望月外１市水道企業団水道事業分は、簡易水道事業債の元利償還金×１／２×地方

　注１　収支見通しを策定するに当たって、前提として用いた各種仮定（前提条件）について、各区分に従い、それぞれその具体的な考え方を記入すること。

　　２　必要に応じて行を追加して記入すること。

４　その他収支見通し策定に当たって前提
　としたもの

３　大規模投資の有無、資産売却等による
　収入の見込み

交付税調整率または、佐久市交付税実参入額としており、水道料金制度が統一されてからは再度協議することとしている。水道料金

が統一されれば、繰入は減少する見込。

使用水量の増加が見込めない間は、老朽施設の更新を主体とした事業が主になる。

水道事業においては、売却できる資産は土地が主な物件であるが、水道施設として存在する土地は山間地にあり、施設が不用にな

らない限り売却不可能であり、収入に見込む事は不可能である。

使用水量の増加を見込めない。

平成１５年度以降は企業債の借入れを行っていないため、元利均等償還の元利の割合が変わっていく。



（３）経営指標等

平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度
（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第３年度） （計画第４年度） （計画第５年度）

（ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） (決算見込)

資金不足比率 (％) (再掲) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

料金回収率※ (％) 106.4 103.7 110.9 110.0 109.0 108.1 111.8 108.2 112.8 112.8

総収支比率（法適用） (％) 112.0 109.1 116.3 115.1 115.3 116.4 122.0 114.9 119.1 119.2

経常収支比率（法適用） (％) 112.1 109.2 116.5 115.4 115.9 116.2 122.2 115.1 119.4 119.4

営業収支比率（法適用） (％) 148.6 140.2 149.5 145.0 142.8 139.0 139.3 127.8 128.7 128.1

累積欠損金比率（法適用） (％) (再掲) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

収益的収支比率（法非適用） (％) (再掲) - - - - - - - - - -

(％) (再掲) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(％) 2.1 2.3 2.4 2.7 2.7 2.0 2.0 3.3 3.3 3.3

うち基準内繰入金 (％) 1.3 1.3 1.3 1.9 1.8 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7

うち基準外繰入金 (％) 0.8 1.0 1.1 0.8 0.9 0.3 0.3 1.6 1.6 1.6
　うち料金収入に計上すべき繰入等 (％)
　うち赤字補てん的なもの　　　　 (％) 0.3 0.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1.4 1.4 1.4

(％) 5 1 7 5 4 8 10 1 9 6 10 4 10 3 12 2 12 2 12 2

収益的収入分

(単位：％)

不良債務比率（法適用）又は
赤字比率（法非適用）

繰
入
金
比 資本的収入分 (％) 5.1 7.5 4.8 10.1 9.6 10.4 10.3 12.2 12.2 12.2

うち基準内繰入金 (％) 4.7 7.0 4.0 10.1 9.2 10.0 9.5 9.5 9.5 9.5

うち基準外繰入金 (％) 0.4 0.5 0.8 0.4 0.4 0.8 2.7 2.7 2.7
　うち赤字補てん的なもの　　　　 (％)

注１　上記の各指標の算出方法については、次のとおりであること。

 　 (1) 資金不足比率（％）

 　　 ア　地方公営企業法適用企業の場合＝地方財政法施行令第19条第１項により算定した資金の不足額／（営業収益－受託工事収益）×１００

 　　 イ　地方公営企業法非適用企業の場合＝地方財政法施行令第20条第１項により算定した資金の不足額／（営業収益－受託工事収益）×１００

 　 (2) 総収支比率（％）＝総収益／総費用×１００

 　 (3) 経常収支比率（％）＝経常収益／経常費用×１００

 　 (4) 営業収支比率（％）＝（営業収益－受託工事収益）／（営業費用－受託工事費用）×１００

 　 (5) 累積欠損金比率（％）＝累積欠損金／（営業収益－受託工事収益）×１００

 　 (6) 収益的収支比率（％）＝総収益／（総費用＋地方債償還金）×１００

 　 (7) 不良債務比率(又は赤字比率)（％）＝不良債務（又は実質赤字額）／（営業収益－受託工事収益）×１００

 　 (8) 繰入金比率（％）＝収益的収入に属する他会計繰入金（又は資本的収入に属する他会計繰入金）／収益的収入（又は資本的収入）×１００

　２　上記指標のうち「料金回収率」は、水道事業（簡易水道事業を含む）、工業用水道事業及び下水道事業（下水道事業にあっては使用料回収率）について記載すること。

 　 (1) 水道事業、工業用水道事業に係る料金回収率の算出方法

 　　 ・料金回収率（％）＝供給単価※1／給水原価※2×１００

　　　  ※1 供給単価（円／㎥）＝給水収益／年間総有収水量(工業用水道事業にあっては料金算定に係るもの）

　　　  ※2 給水原価（円／㎥）＝（経常費用－(受託工事費＋材料及び不用品売却原価＋附帯事業費＋基準内繰入金(水道事業のみ))）／年間総有収水量（工業用水道事業にあっては料金算定に係るもの）

　　　　　　但し、簡易水道事業については下記によるものとする。

　　　　　　ア　地方公営企業法適用企業の場合＝（経常費用－（受託工事費＋材料及び不用品売却原価＋附帯事業費＋基準内繰入金＋減価償却費）＋企業債償還金）／年間総有収水量

　　　　　　イ　地方公営企業法非適用企業の場合＝（総費用－（受託工事費＋基準内繰入金）＋地方債償還金）／年間総有収水量

(2) 下水道事業に係る使用料回収率の算出方法

比
率
資本的収入分

 　 (2) 下水道事業に係る使用料回収率の算出方法

 　　 ・使用料回収率（％）＝使用料収入／汚水処理費×１００



（４）収支見通し策定の前提条件

２　他会計繰入金の見込み

収支見通し策定に当たっての考え方（前提条件）条件項目

１　料金設定の考え方、料金収入の見込み

水道料金は、給水サービスの対価であることから、できるだけ低廉かつ公平でなければならないとともに、地域住民の要求する給

水需要が量質ともに充足できるよう適正に定められていなければならない。

したがって、水道事業者は、水道料金の低廉化をはかるために事業全般にわたる経営の合理化に最大の努力を傾注すべきであるこ

とはいうまでもなく、放漫経営にともなう冗費を総括原価に含め、これを使用者の負担に転嫁するようなことは到底ゆるされること

ではない。

しかし、同時に水道料金は、事業の効率的経営を前提とする限り、給水に要する原価を償うものでなければならない。原価を無視

した低料金は、水道事業の健全な発展はもとより、現状の維持さえ困難にするばかりでなく、放漫な水使用を助長する結果、給水

サービスの全般的な低下を招くこととなるからである。

料金収入については、少子化による人口減少の時代を迎え、過疎的地域でも減少に拍車がかかった。平成１８年度はすでに使用量

が前年度使用量を割り込み、今後の使用量増加の見込は無い。

平成３年度から平成１１年度までに借り入れた簡易水道事業債の元利償還金×１／４×地方交付税調整率または、佐久市交付税実

参入額としており、簡易水道事業債は元利均等償還であるので今後も当分の間は一定の金額になる。

また、簡易水道経費負担として保健衛生費の単位費用により繰入を行っているが、簡易水道の経営が赤字から黒字に改善されれば

減少となる見込。

なお、合併した佐久市望月水道事業及び佐久市望月外１市水道企業団水道事業分は、簡易水道事業債の元利償還金×１／２×地方

交付税調整率または 佐久市交付税実参入額としており 水道料金制度が統一されてからは再度協議することとしている 水道料金

　注１　収支見通しを策定するに当たって、前提として用いた各種仮定（前提条件）について、各区分に従い、それぞれその具体的な考え方を記入すること。

　　２　必要に応じて行を追加して記入すること。

３　大規模投資の有無、資産売却等による
　収入の見込み

４　その他収支見通し策定に当たって前提
　としたもの

交付税調整率または、佐久市交付税実参入額としており、水道料金制度が統 されてからは再度協議することとしている。水道料金

が統一されれば、繰入は減少する見込。

使用水量の増加が見込めない間は、老朽施設の更新を主体とした事業が主になる。

水道事業においては、売却できる資産は土地が主な物件であるが、水道施設として存在する土地は山間地にあり、施設が不用にな

らない限り売却不可能であり、収入に見込む事は不可能である。

使用水量の増加を見込めない。

平成１５年度以降は企業債の借入れを行っていないため、元利均等償還の元利の割合が変わっていく。



Ⅳ　経営健全化に関する施策

◇　国家公務員の給与構造改革を踏
　まえた給与構造の見直し、地域手
　当のあり方

項　　　　目 具　体　的　内　容

１　行革推進法を上回る職員数の純減や人件
　費の総額の削減

○　地方公務員の職員数の純減の状況

○　給与のあり方

経営課題③について、職員数は極力削減に努める一方、給与体系は国の制度に準じ、構成市町村にも準じている。

昭和４５年度職員定数６７名を順次削減し、現在３９名（△４１．８％）で維持管理している。一方、水道施設は、市町

村で経営していたものを引き取り、整備・更新し、維持してきた。

平成１９年４月１日付で、佐久市望月水道事業と佐久市望月外１市水道企業団水道事業を合併したが、従前は５人の職員

で経営されていた事業を、合併後４人の職員数を削減した。

独自の給与体系を確立せずに、国・県並びに構成市町村の給与体系に準じている。

国の基準に準拠した給与体系である。地域手当の支給はない。

◇　技能労務職員に相当する職種に
　従事する職員等の給与のあり方

◇　退職時特昇等退職手当のあり方

◇　福利厚生事業のあり方

２　物件費の削減、指定管理者制度の活用等
　民間委託の推進やＰＦＩの活用等

○　維持管理費等の縮減その他経営効率
　化に向けた取組

該当職なし

早期退職時における勧奨制度においては、構成市町村に準じている。退職手当については長野県市町村総合事務組合に委

託しているので、その条例・規則により支給される。

職員互助会について企業団の負担はとりやめています。職員の健康診断に係る費用の一部負担のみである。

常に費用対効果を考慮している。

平成１０年度～平成１４年度で国庫補助事業として老朽石綿セメント管の更新事業を行い、修繕費・委託料等の維持管理

経費を減少させることができた。

平成１５年度以降は、起債への依存を削減し、自己資金による建設改良に努めたことによって、企業債利息の縮減を長期

的に行うことができた。

公務災害補償引当金・修繕引当金への引き当てによって、被災時などの支出の一時的な増大に備えている。



Ⅳ　経営健全化に関する施策（つづき）

○　指定管理者制度の活用等民間委託の
　推進やＰＦＩの活用

３　コスト等に見合った適正な料金水準への
　引上げ、売却可能資産の処分等による歳入
　の確保

○　料金水準が著しく低い団体にあって
　は、コスト等に見合った適正な料金水
　準への引き上げに向けた取組

項　　　　目 具　体　的　内　容

指定管理者制度やＰＦＩの活用については、構成市町村や全国の同規模事業体の動向を見ながら検討していく。

検針業務・漏水調査業務・施設管理業務を始め、事務所内清掃・ホームページ修正・庁内ＬＡＮ保守等、可能な業務はで

きるだけ民間委託してきたが、今後も可能なものは委託していく予定である。

経営課題①について、合併された水道事業の水道料金体系との較差を是正し、公平な給水サービスのための料金設定であ

ることを住民に納得してもらう。

合併した佐久市望月水道事業と佐久市望月外１市水道企業団の、供給単価と給水原価の加重平均はそれぞれ、１８５．６

０円／㎥と２１０．１８円／㎥で１㎥当り２４．５８円の赤字となる。また、合併された２つの水道事業の経営状況におい

て、施設の維持管理面など管理状況にも差があり、今後支出の増加が見込まれる。料金が統一化されるまでは赤字分につい

ては繰入により補うことが協議されてはいるものの、行政側としては一刻も早く水道料金を統一し、繰り出し額を減少させ

たいのは言うまでも無い 住民側とすれば ただ単に安価を願うばかりであるが 前述の管理方法の充実等 説明責任を果

　注１　上記区分に応じ、「Ⅱ 財務状況の分析」の「経営課題」に掲げた各課題に対応する施策を具体的に記入すること。その際、どの課題に対応する施策か明らかとなるよう、Ⅱに付した

　　　課題番号を引用しつつ、記入すること。

　　２　上記に記入した各種施策のうち、当該取組の効果として改善額の算出が可能な項目については、「Ⅴ 繰上償還に伴う経営改革効果」の「年度別目標等」にその改善額を記入すること。

５　その他

○　経営健全化や財務状況に関する情報
　公開

４　経営健全化や財務状況に関する情報公開
　の推進と行政評価の導入

○　行政評価の導入

準 引き げ 向け 取組 たいのは言うまでも無い。住民側とすれば、ただ単に安価を願うばかりであるが、前述の管理方法の充実等、説明責任を果

たしながら水道料金の統一化を行う。統一化に当たって、急激な生活環境の変化を避けるため、平成２０年度から２段階で

改定を行い、平成２１年度から統一料金に移行させるものとする。

住民にとって理解しやすい情報の公開に努め、経営状態を明らかにする。

広報・ホームページ・地域ＦＭ放送・地域ＣＡＴＶにより公開し、議会で健全化計画の説明を行う。

近隣の市町村のみでなく、全国の同一規模の水道事業体の動向を見ながら対応していく。

経営課題②及び④については、水道施設の整備として行う事業となり、減価償却費として水道料金に反映されてしまうが、

ライフラインとして水道の持つ役割を認識してもらうことが大切であり、広くＰＲを行っていく。

　　　なお、当該改善額が対前年度との比較により算出できない項目（資産売却収入・工事コスト縮減など）については、当該改善額の算出方法も併せて上記各欄に記入すること。

　　３　必要に応じて行を追加して記入すること。



Ⅴ　繰上償還に伴う経営改革促進効果
１　主な課題と取組み及び目標

課　題

１　職員数の純減や人件費の総額の削減

２　経営効率化や料金適正化による繰越欠損金の解消等

３　一般会計等からの基準外繰出しの解消等

４　その他

取　組　み　及　び　目　標

（課題③）

平成１９年４月１日付で合併した佐久市望月水道事業と佐久市望月外１市水道企業団水道事業では、兼務で５人の職員で経営されていたが、佐久水道企業団に合

併後は、従来の３８名に１名の人員増として事業運営することとした。実質４名の人員削減である。この１名については望月地区の水道事業を熟知している職員を

佐久市から派遣職員として受け入れ、そのほかに人事交流としてお互いに職員の派遣を行っている。今後については、派遣期間が終了する前に１名の増員を行い、

派遣期間終了後は１名の減員となる。その後も欠員補充のみ行う予定なので、職員給与費は削減方向となる見込。

（課題①）

同一事業者が行う同一事業において、２つの水道料金制度が混在することとなったが、当然効率的とは言えないのはもとより、公平性を欠くことにもなる。給水

サービスについても当然公平でなければならないので、早期に較差是正（料金制度の統一）を行う。しかし、住民の生活様式の激変を避けるためには段階を追った

統一化も視野に入れなければならない。佐久水道企業団の給水区域で公平な料金制度に向けて平成２０年度から段階的に２％づつ５年間かけて改定を行い統一化を

図る。

（課題①）

平成１９年４月１日付で合併した佐久市望月水道事業と佐久市望月外１市水道企業団水道事業との合併協議の中で、水道料金を統一化するまでは合併された事業

が繰出しを受けていたとおりに一般会計から繰入を行う事になっており、なおかつ、それぞれの決算を行ったうえで赤字額がある場合はその額も補てんされること

になっています。水道料金が統一化された後は、佐久水道企業団従来の繰出金算出方法に則って繰出されることとなります。佐久水道企業団の繰入金の内、基準外

繰入金は簡易水道の経費負担金（保健衛生費分）と、簡易水道の消火栓に係る費用（設置費用と維持管理費用）のみとなっています。

（課題②④）

地震等の自然災害、停電、水質事故等の非常時でも、施設への被害を最小限に抑えるための施設整備を推進するとともに、災害に伴う施設の損壊、水道管の破裂

等の事故等が発生した場合にも、適切な応急処置及び迅速な復旧が行える体制を整備する事によって、断減水による需要者への影響を最小化する。緊急災害時の準

備をしておくことは 住民の安堵感を招く事ができ 心強いライフラインとしてのイメージを抱いてもらうことができる。

　注１　上記各項目には、Ⅱで採り上げた経営課題に対応する取組としてⅣに掲げた経営健全化に関する施策のうち、それぞれ各項目に該当するものについて、その対応関係が分かるように記入すること。

　　２　必要に応じて行を追加して記入すること。

２　年度別目標等　　※ 次頁以下（１）から（５）までの各事業別様式を参考に、以下の考え方に沿って策定すること。

（各事業共通留意事項）

　１．次頁以下の各事業別様式は、「年度別目標」を策定するに当たって参考となるよう例示的な様式を示したものであり、２に掲げた項目以外は必ずしも全ての項目に記入を要するものではなく、各団体の各事業の

　　状況にあわせて記入可能な項目のみ記入し又は独自の取組に応じた項目を立てて記入することは差し支えないものであること。

　２．各事業別様式は参考例示ではあるが、各様式中の「目標又は実績」欄の項目のうち、職員数、行政管理経費（人件費、物件費、維持補修費等）に該当する項目並びに累積欠損金比率及び企業債現在高は、年度別

　　目標策定に際して必須項目とされているので漏れがないよう留意すること。なお、これらの項目のうち、職員数、行政管理経費については、各団体(事業)の取組状況に応じて、適宜、細分化（例：職員数→職種別

　　に区分、正職員と臨時職員とを分離計上等）することは差し支えないこと。

　３．「目標又は実績」欄の項目中、「職員数」については、前年度との比較によりその増減数を各年度の「増減数」欄に計上するとともに、計画期間中の「増減数」の合計は「計画合計」欄に計上し、計画前５年間

　　の「増減数」の合計は「計画前５年間実績」欄に計上すること。

　４．「目標又は実績」欄の項目の見直し施策実施に係る「改善額」は、原則として、当該見直し施策実施年度の前年度との比較により算出し、その改善効果がその後も継続するものとして、その後の各年度の改善額

　　を計上すること。

　５．４による「改善額」が対前年度との比較により算出できない項目、その改善効果が単年度に限られる項目（資産売却益、工事コスト縮減等）については、当該改善額のみ当該見直し施策の実施年度の「改善額」

　　欄に計上すること。またその場合の改善額の算出方法について、Ⅳの当該施策に係る「具体的内容」欄に併せて記入すること。

　６．計画期間中に実施した見直し施策に係る「改善額」の合計については「計画合計」欄に計上すること。また、計画前５年間に実施した見直し施策に係る「改善額」の合計については「計画前５年間実績」欄に

　　計上すること。

　７．「改善額　合計」欄及び「計画前５年間改善額　合計」欄には、それぞれの期間に係る人件費（退職手当以外の職員給与費）その他改善額を計上することが可能なものの合計（「計画合計」及び「計画前５年間

　　実績」それぞれの合計）を記入すること。その際、同一項目に係る内訳に相当するもの等を重複計上することのないよう留意すること。

　８．「(参考) 補償金免除額」欄に記入する「補償金免除額」とは、計画提出前の一定基準日の金利動向に応じて算出された予定額（補償金免除(見込)額）であり、Ⅰの「５ 繰上償還希望額等」に記入した「旧資金

運用部資金」の「繰上償還希望額」に対応する「補償金免除額」の「合計」欄の額を転記すること

備をしておくことは、住民の安堵感を招く事ができ、心強いライフラインとしてのイメ ジを抱いてもらうことができる。

需要者のニーズを常に的確に把握しつつ、それに迅速に応え、需要者への給水サービスの充実を図るとともに、事業者と需要者との相互理解を促進するため、水

道事業に関する情報の積極的な公開と対話を推進し、より的確で効率的な水道の運営を実現させる。

　　運用部資金」の「繰上償還希望額」に対応する「補償金免除額」の「合計」欄の額を転記すること。

　９．以上の他、各事業別様式において、記入を求められている経営指標その他の項目等については各事業別様式の指示（留意事項）に従うこと。

　10．必要に応じて行を追加して記入すること。



Ⅴ　繰上償還に伴う経営改革促進効果（つづき）
２　年度別目標等
（１）水道事業
　　①　年度別目標 （単位：千円、％）

平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度
（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第３年度） （計画第４年度） （計画第５年度）

（決　算） （決　算） （決　算） （決　算） （決算見込）

0 0 0 0 0 0.0 5.0 5.0 + 1.2 0.0 0.0

1  改善額（料金の適正化）※１ 0 0 0 0 0 0 0 13,000 61,000 61,000 61,000 196,000

2,675 6,168

 改 善 額 2,675 6,168 8,843 0 0 0 0 0 0

 改 善 額（負担金の確保等）

1,515 347

 改 善 額（負担金の確保等） 1,515 347 1,862

 改 善 額（収入増額）

 改 善 額

370,742 369,846 354,174 369,124 388,631 360,518 367,546 360,518 360,518 360,518

15,323 16,219 31,891 16,941 -2,566 77,808 28,113 28,113 28,113 28,113 28,113 140,565

 改 善 額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

改 善 額 0 0 0 0 0 28,113 28,113 28,113 28,113 28,113 140,565

給与水準

その他（人員削減）

職員給与費の適正化

 改 善 額

計画合計目標又は実績
計画前５年間

実　績

未収金の徴収対策

その他（　　　　　　）

料金改定率

その他（　　　　　　）

課　題

資産の有効活用

【収入の確保】

一般会計負担金の額

【経費の削減】

　職員給与費（退職手当以外）

 改 善 額 0 0 0 0 0 28,113 28,113 28,113 28,113 28,113 140,565

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 44 43 44 43 39 39 39 39 39

0 1 -1 1 -1 0 -4 0 0 0 0 -4

393,887 364,235 322,513 328,010 327,177 441,532 441,532 441,532 441,532 441,532

 改 善 額（適正化） 7,350 37,002 78,724 73,227 74,060 270,363 0 0 0 0 0 0

 改 善 額（縮減額）

 改 善 額（縮減額） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

471,934 438,399 403,811 367,959 331,595

 改 善 額（縮減額） 4,510 12,364 21,032 29,700 38,368 105,974

 改 善 額

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15,248,302 14,823,875 14,244,874 13,627,229 12,958,237 10,632,869 9,375,282 8,160,627 7,747,113 7,321,487

9,907 -424,427 -579,001 -617,645 -668,992 -2,325,368 -1,257,587 -1,214,655 -413,514 -425,626

　注１　「課題」欄については、「１　主な課題と取組み及び目標」の「課題」欄の番号を記入すること。 358,876 442,539

425,500

　　４　必要に応じて行を追加して記入すること。また、会計規模により必要に応じて単位を百万円から千円に変更することも可とするが、「改善額合計」を算出する際の単位誤り、誤計上(重複計上等)がないよう留意すること。

②　経営状況
平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第３年度） （計画第４年度） （計画第５年度）
（決　算） （決　算） （決　算） （決　算） （決算見込）

 給水人口　　　　　（千人） 116 117 117 117 116 116 116 116 116 116

 年間総有収水量　　（千㎥） 13,466 13,537 13,734 13,751 13,628 13,518 13,518 13,518 13,518 13,518

 公称施設能力　　（㎥／日） 56,871 56,967 56,967 56,967 56,967 56,110 56,110 56,110 56,110 56,110

 １日最大配水量　（㎥／日） 52,661 51,903 53,009 51,386 50,816 51,153 51,153 51,153 51,153 51,153

　職員給与費（退職手当）

企業債現在高

累積欠損金比率

増　減

増　減

計画前５年間改善額　合計

（参考）補償金免除額

企業債利息

職員数             (人)

 増 減 数          (人)

その他（　　　　　　）

工事コスト※２

維持管理費等

　　２　※１「改善額（料金の適正化）」については、「料金改定に伴う料金増収額」を記入すること。
　　　　※２「工事コスト」については、工法の見直し等による建設コストの縮減（建設改良費の抑制は除く。）を記入すること。
　　３　改善額の算出方法については、Ⅳの当該施策に係る「具体的内容」欄に併せて記入すること。

　改 善 額　　合　計

 最大稼働率　　　　（％） 92.6 91.1 93.1 90.2 89.2 91.2 91.2 91.2 91.2 91.2

 供給単価　　　　（円／㎥） 202.7 203.0 203.3 205.4 206.1 205.2 205.6 205.9 206.3 206.7

 給水原価　　　　（円／㎥） 193.5 198.8 186.3 190.9 193.2 206.0 195.6 190.6 186.9 185.5



③　簡易水道事業の統合に係る基本方針
　注　「統合計画の概要・実施スケジュール」又は少なくとも「検討体制・実施スケジュール、検討の方向性、結論をとりまとめる時期」を具体的に記載すること。

佐久水道企業団は、昭和３３年の事業開始から幾度となく統合や合併を重ねて広域化した水道事業です。平成８年には、１４箇所あった簡易水道のうち、１１箇所の簡易水道を上水道に統合しました。その後さらに１

箇所の簡易水道が合併となり、４箇所の簡易水道を経営する事になりましたが、地形的に上水道施設との有機的一体化は不可能な地域です。しかし、経営は同一会計内で行っています。また、平成１９年４月、佐久市望

月水道事業と佐久市望月外１市水道企業団水道事業が合併となりました。これにより３箇所の簡易水道事業を新たに経営する事になりました。こちらについては、施設の特徴や地域性、使用水量の動向などを早急に把握

して、より良い統合計画を策定します。なお、この合併した水道事業については、すでに施設診断業務委託が発注済となっています。



Ⅴ　繰上償還に伴う経営改革促進効果（つづき）
２　年度別目標等
（１）水道事業
　　①　年度別目標 （単位：千円、％）

平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度
（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第３年度） （計画第４年度） （計画第５年度）

（決　算） （決　算） （決　算） （決　算） （決算見込）

0 0 0 0 0 0.0 5.0 5.0 + 1.2 0.0 0.0

1  改善額（料金の適正化）※１ 0 0 0 0 0 0 0 13,000 61,000 61,000 61,000 196,000

2,675 6,168

 改 善 額 2,675 6,168 8,843 0 0 0 0 0 0

 改 善 額（負担金の確保等）

1,515 347

 改 善 額（負担金の確保等） 1,515 347 1,862

 改 善 額（収入増額）

 改 善 額

370,742 369,846 354,174 369,124 388,631 360,518 367,546 360,518 360,518 360,518

15,323 16,219 31,891 16,941 -2,566 77,808 28,113 28,113 28,113 28,113 28,113 140,565

 改 善 額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

改 善 額 0 0 0 0 0 28,113 28,113 28,113 28,113 28,113 140,565

課　題 目標又は実績
計画前５年間

実　績
計画合計

【収入の確保】

料金改定率

未収金の徴収対策

一般会計負担金の額

資産の有効活用

その他（　　　　　　）

その他（　　　　　　）

【経費の削減】

職員給与費の適正化

　職員給与費（退職手当以外）

 改 善 額

給与水準

その他（人員削減）

 改 善 額 0 0 0 0 0 28,113 28,113 28,113 28,113 28,113 140,565

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 44 43 44 43 39 39 39 39 39

0 1 -1 1 -1 0 -4 0 0 0 0 -4

393,887 364,235 322,513 328,010 327,177 441,532 441,532 441,532 441,532 441,532

 改 善 額（適正化） 7,350 37,002 78,724 73,227 74,060 270,363 0 0 0 0 0 0

 改 善 額（縮減額）

 改 善 額（縮減額） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

471,934 438,399 403,811 367,959 331,595

 改 善 額（縮減額） 4,510 12,364 21,032 29,700 38,368 105,974

 改 善 額

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15,248,302 14,823,875 14,244,874 13,627,229 12,958,237 10,632,869 9,375,282 8,342,630 7,918,232 7,481,288

9,907 -424,427 -579,001 -617,645 -668,992 -2,325,368 -1,257,587 -1,032,652 -424,398 -436,944

　注１　「課題」欄については、「１　主な課題と取組み及び目標」の「課題」欄の番号を記入すること。 358,876 442,539

439,300

　　４　必要に応じて行を追加して記入すること。また、会計規模により必要に応じて単位を百万円から千円に変更することも可とするが、「改善額合計」を算出する際の単位誤り、誤計上(重複計上等)がないよう留意すること。

②　経営状況
平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第３年度） （計画第４年度） （計画第５年度）
（決　算） （決　算） （決　算） （決　算） （決算見込）

 給水人口　　　　　（千人） 116 117 117 117 116 116 116 116 116 116

 年間総有収水量　　（千㎥） 13,466 13,537 13,734 13,751 13,628 13,518 13,518 13,518 13,518 13,518

 公称施設能力　　（㎥／日） 56,871 56,967 56,967 56,967 56,967 56,110 56,110 56,110 56,110 56,110

 １日最大配水量　（㎥／日） 52,661 51,903 53,009 51,386 50,816 51,153 51,153 51,153 51,153 51,153

　職員給与費（退職手当）

職員数             (人)

 増 減 数          (人)

維持管理費等

工事コスト※２

企業債利息

その他（　　　　　　）

累積欠損金比率

増　減

企業債現在高

増　減

計画前５年間改善額　合計 　改 善 額　　合　計

　　２　※１「改善額（料金の適正化）」については、「料金改定に伴う料金増収額」を記入すること。
　　　　※２「工事コスト」については、工法の見直し等による建設コストの縮減（建設改良費の抑制は除く。）を記入すること。
　　３　改善額の算出方法については、Ⅳの当該施策に係る「具体的内容」欄に併せて記入すること。

（参考）補償金免除額

 最大稼働率　　　　（％） 92.6 91.1 93.1 90.2 89.2 91.2 91.2 91.2 91.2 91.2

 供給単価　　　　（円／㎥） 202.7 203.0 203.3 205.4 206.1 205.2 205.6 205.9 206.3 206.7

 給水原価　　　　（円／㎥） 193.5 198.8 186.3 190.9 193.2 206.0 195.6 190.6 186.9 185.5



③　簡易水道事業の統合に係る基本方針
　注　「統合計画の概要・実施スケジュール」又は少なくとも「検討体制・実施スケジュール、検討の方向性、結論をとりまとめる時期」を具体的に記載すること。

佐久水道企業団は、昭和３３年の事業開始から幾度となく統合や合併を重ねて広域化した水道事業です。平成８年には、１４箇所あった簡易水道のうち、１１箇所の簡易水道を上水道に統合しました。その後さらに１

箇所の簡易水道が合併となり、４箇所の簡易水道を経営する事になりましたが、地形的に上水道施設との有機的一体化は不可能な地域です。しかし、経営は同一会計内で行っています。また、平成１９年４月、佐久市望

月水道事業と佐久市望月外１市水道企業団水道事業が合併となりました。これにより３箇所の簡易水道事業を新たに経営する事になりました。こちらについては、施設の特徴や地域性、使用水量の動向などを早急に把握

して、より良い統合計画を策定します。なお、この合併した水道事業については、すでに施設診断業務委託が発注済となっています。



Ⅴ　繰上償還に伴う経営改革促進効果（つづき）
２　年度別目標等
（１）水道事業
　　①　年度別目標 （単位：千円、％）

課　題 又は実績 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 計画前５年間 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 計画合計
（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第３年度） （計画第４年度） （計画第５年度）

（決　算） （決　算） （決　算） （決　算） （決算見込）

【収入の確保】

料金改定率 0 0 0 0 0 0.0 5.0 5.0 + 1.2 0.0 0.0

1  改善額（料金の適正化）※１ 0 0 0 0 0 0 0 13,000 61,000 61,000 61,000 196,000

未収金の徴収対策 2,675 6,168

 改 善 額 2,675 6,168 8,843 0 0 0 0 0 0

一般会計負担金の額

 改 善 額（負担金の確保等）

資産の有効活用 1,515 347 111 88

 改 善 額（負担金の確保等） 1,515 347 1,862 111 88 199

その他（　　　　　　）

 改 善 額（収入増額）

その他（　　　　　　）

 改 善 額

【経費の削減】

職員給与費の適正化
　職員給与費（退職手当以外） 370,742 369,846 354,174 369,124 388,631 369,440 360,440 360,600 360,600 360,600

 改 善 額 15,323 16,219 31,891 16,941 -2,566 77,808 19,191 28,191 28,031 28,031 28,031 131,475
給与水準

 改 善 額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他（人員削減）

改 善 額 0 0 0 0 0 19,191 28,191 28,031 28,031 28,031 131,475 改 善 額 0 0 0 0 0 19,191 28,191 28,031 28,031 28,031 131,475

3 　職員給与費（退職手当） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

職員数             (人) 43 44 43 44 43 39 39 41 41 41

 増 減 数          (人) 0 1 -1 1 -1 0 -4 0 2 0 0 2

維持管理費等 393,887 364,235 322,513 328,010 327,177 396,857 389,816 531,993 511,149 514,930

 改 善 額（適正化） 7,350 37,002 78,724 73,227 74,060 270,363 0 0 0 0 0 0

工事コスト※２

 改 善 額（縮減額）

 改 善 額（縮減額） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

企業債利息 472,004 350,551 264,469 207,137 195,068

 改 善 額（縮減額） 4,510 9,702 25,981 32,112 40,302 112,607

その他（　　　　　　）

 改 善 額

累積欠損金比率 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

増　減 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

企業債現在高 15,248,302 14,823,875 14,244,874 13,627,229 12,958,237 11,214,695 8,632,238 7,627,884 7,232,254 6,824,555

増　減 9,907 -424,427 -579,001 -617,645 -668,992 -1,743,542 -2,582,457 -1,004,354 -395,630 -407,699

　注１　「課題」欄については、「１　主な課題と取組み及び目標」の「課題」欄の番号を記入すること。 計画前５年間改善額　合計 358,876 　改 善 額　　合　計 440,281
２ ※１

（参考）補償金免除額 439,300

　　４　必要に応じて行を追加して記入すること。また、会計規模により必要に応じて単位を百万円から千円に変更することも可とするが、「改善額合計」を算出する際の単位誤り、誤計上(重複計上等)がないよう留意すること。

②　経営状況
平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第３年度） （計画第４年度） （計画第５年度）
（決　算） （決　算） （決　算） （決　算） （決算見込）

 給水人口　　　　　（千人） 116 117 117 117 116 116 116 121 121 121

 年間総有収水量　　（千㎥） 13,466 13,537 13,734 13,751 13,628 13,613 13,361 13,733 13,664 13,596

 公称施設能力　　（㎥／日） 56,871 56,967 56,967 56,967 56,967 56,115 56,115 58,565 58,565 58,565

 １日最大配水量　（㎥／日） 52,661 51,903 53,009 51,386 50,816 50,133 48,271 50,750 50,750 50,750

 最大稼働率　　　　（％） 92.6 91.1 93.1 90.2 89.2 89.3 86.0 86.7 86.7 86.7

 供給単価　　　　（円／㎥） 202.7 203.0 203.3 205.4 206.1 205.6 207.0 207.7 207.0 207.0

 給水原価　　　　（円／㎥） 193.5 198.8 186.3 190.9 193.2 190.2 185.2 192.0 183.5 183.5



③　簡易水道事業の統合に係る基本方針
　注　「統合計画の概要・実施スケジュール」又は少なくとも「検討体制・実施スケジュール、検討の方向性、結論をとりまとめる時期」を具体的に記載すること。

佐久水道企業団は、昭和３３年の事業開始から幾度となく統合や合併を重ねて広域化した水道事業です。平成８年には、１４箇所あった簡易水道のうち、１１箇所の簡易水道を上水道に統合しました。その後さらに１

箇所の簡易水道が合併となり、４箇所の簡易水道を経営する事になりましたが、地形的に上水道施設との有機的一体化は不可能な地域です。しかし、経営は同一会計内で行っています。また、平成１９年４月、佐久市望

月水道事業と佐久市望月外１市水道企業団水道事業が合併となりました。これにより３箇所の簡易水道事業を新たに経営する事になりました。こちらについては、施設の特徴や地域性、使用水量の動向などを早急に把握

して、より良い統合計画を策定します。なお、この合併した水道事業については、すでに施設診断業務委託が発注済となっています。

佐久水道企業団は、昭和３３年の事業開始から幾度となく統合や合併を重ねて広域化した水道事業です。平成８年には、１４箇所あった簡易水道のうち、１１箇所の簡易水道を上水道に統合しました。その後さらに１

箇所の簡易水道が合併となり、４箇所の簡易水道を経営する事になりましたが、地形的に上水道施設との有機的一体化は不可能な地域です。しかし、経営は同一会計内で行っています。また、平成１９年４月、佐久市望

月水道事業と佐久市望月外１市水道企業団水道事業が合併となりました。これにより３箇所の簡易水道事業を新たに経営する事になりました。こちらについては、施設の特徴や地域性、使用水量の動向などを早急に把握

して、より良い統合計画を策定します。なお、この合併した水道事業については、すでに施設診断業務委託が発注済となっています。


